
2026年 4月 1日 

SBSロジコム株式会社 

 

女性活躍推進法に基づく一般行動計画 

 

社員がその能力を発揮し、仕事と生活の調和を図り働きやすい雇用環境の整備を行うた

め、次のように行動計画を策定する。 

 

１．計画期間 2026年 4月 1日 ～ 2031年 3月 31日までの 5 年間 

２．内容 

 

 

 

＜対策＞ 

 ●2026年 10月～ 社内イントラネットに女性活躍推進法に関する記事を掲載する。 

 

 

 

 

＜対策＞ 

 ●2027年 4月～ 各拠点にむけた勤怠管理のアンケート調査 

 ●2027年 8月～ 時間外労働の削減に向けた通達等を作成し、社内周知を行う。  

  

 

 

 

 

 

目標１：2031年 3月 31日時点での管理職に占める女性比率を 7％以上とすること。 

目標２：2030年 1月～12月の期間について、従業員全体の時間外労働時間数を月平均

15時間以下とすること。 

 


